
首都圏北部４大学合同第１回知財実践セミナー開催報告 
 
日時：2009 年 2 月 20 日（金）13:00～17:30 
場所：宇都宮大学工学部 アカデミアホール 
主催：首都圏北部 4 大学連合（宇都宮大学、群馬大学、茨城大学、埼玉大学） 
参加者：50 名（製造・販売業：24 名、公設試・報道等支援機関：8 名、学生・個人：

6 名、大学教職員：12 名） 
内容：下記参照 
個別相談：佐田教授に１件、近藤特任教授に１件、それぞれ企業からの個別相談があ

った。 
 
１．中小企業こそ知的財産権を武器に～条文抜きで学べる知的財産権～ 

山口大学教授 知的財産部門長 
佐田洋一郎（特許庁元審判部部門長） 

   特許のイロハから特許取得・活用までのノウハウを企業経営に生かすとの観点 
  から、多くの実物、実例やモデルを見せ、身振り手振りを交えつつ分かり易く興

味深い説明があった。 
 
２．法改正に即した特許出願・権利化 

                  宇都宮大学 知的財産センター 特任教授 
                       近藤 三雄（弁理士） 

    「技術的特徴の異なる別発明への補正禁止」「分割出願の補正制限」「分割の時

期的制限の緩和」に関する平成 18 年特許法改正及びそれに関する平成 20 年の

審査基準改正について、出願人の立場から、対応方法についての説明があった。 
 

         

         

 

  
        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

     山口大学 佐田教授          宇都宮大学 近藤特任教授 


